














項　目

1 委員会の名称

2 定数（ 委員構成）

3 設置目的

4 調査期限

5 質疑の順序

6 通告の有無

7 質疑の時間 会派の持ち時間制

8 会派への配分時間

内　容

熊本地震からの復旧・ 復興に関する調査特別委員会

４８人　全議員で構成

震災復旧状況並びに震災復興計画に関すること

平成２８年度中の復興計画策定を目処とする

大会派順（ 各派ごと）

通告制とする

特別委員会の設置内容

9

その他基本事項

（ 1） 委員席は、予算決算委員会の席を基本とする

（ 2） 質疑・ 答弁の場所について： 全て対面式で行う

（ 3） 通告制とした場合、取り決めが必要
　　 通告は、委員会開催日の３日前正午とする
　　 資料は、委員会開催日の７日前に執行部より各会派控え室に配付する

（ 4） 震災に関する請願・ 陳情については特別委員会に付託並びに参考送付せず、各部門別常任委員会に付託並びに参考送付する

会派人数×5分

答弁含まない

総質疑時間＝240分＋答弁

資料１



熊本地震からの復旧・ 復興に関する調査特別委員会質疑実施要綱

（ 趣旨）

第１条 この要綱は、（ 仮称） 熊本地震からの復旧・ 復興に関する調査特別委員会（ 以下

「 委員会」 という。） における質疑の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（ 通告）

第２条 質疑をしようとする委員は、発言（ 質疑） 通告票（ 別記様式） により、委員長

にあらかじめ通告しなければならない。

２ 発言（ 質疑）通告票の提出期限は、質疑をしようとする委員会の開催日の３日前（ 市

の休日を除く 。） の正午までとする。

（ 質疑の順序）

第３条 質疑の順序は、大会派順とする。

（ 質疑の時間）

第４条 質疑は、会派の持ち時間内において行うものとする。

２ 会派の持ち時間は、当該会派に属する議員の人数に５分間を乗じて得た時間とする。

３ 前２項に規定する会派の持ち時間には、答弁に係る時間は含まないものとする。

（ 発言の場所）

第５条 発言は、演壇で行うことを原則とする。

（ 資料配付の申出等）

第６条 委員は、自己の質疑に関する資料の配付を希望する場合は、当該質疑をしよう

とする委員会の開催日の前日の午後５時までに、議会事務局に申し出るものとする。

２ 前項の規定による申出をしようとする委員は、併せて当該申出に係る資料１部を提

出するものとする。ただし、カラーで複写した資料の配付を希望する場合は、当該資

料の写し１００部を提出するものとする。

（ 補則）

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会における質疑の実施に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２８年６月１０日から施行する。
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開催日程 資料配付日 通告期限 内容・ 開催テーマ

第１回６/１０（ 金） － － 審査の方法及び開催日程等について

第２回
６/１７（ 金）
午前１０時

６/１０（ 金） ６/１４（ 火） 正午

＜第２回開催テーマ＞
【 熊本地震の概況及び発災から今日までの対応状況】
被害状況について
　・ 概要
　・ 人的被害、建物被害、公共施設（ 教育施設含む） 、ライフライン等
　・ 各団体等からの支援
　　（ 国、都道府県、市町村、自衛隊、ガス等）
災害対策本部における対応状況について
り災証明の申請、発行状況について
避難者及び避難所の運営状況、支援物資の状況について
　・ 避難者数の推移、各局（ 区） の対応状況
　・ 拠点避難所開設及び現在の状況

第３回
６/３０（ 木）
午前１０時

６/２３（ 木） ６/２７（ 月） 正午

＜第３回開催テーマ＞
【 熊本地震の概況及び発災から今日までの対応状況】
被災者支援制度の概要について
　・ り災証明の発行
　・ 経済的な支援
　・ 住まいの確保、再建のための支援
　・ 生活面への支援
　・ 各種減免、支払いの猶予等
　・ 事業者に関すること
住家関係及び住宅再建支援について
　・ 被災建築物応急危険度判定
　・ 仮設住宅、市営（ 公営） 住宅、みなし住宅（ 借上げ民間賃貸住宅） 等
　・ 震災廃棄物の処理状況及び家屋解体物等
生活再建支援について
　・ 生活再建総合相談窓口の開設
　・ 弔慰金、義援金、災害給付金等

第４回
７/１４（ 木）
午前１０時

７/７（ 木） ７/１１（ 月） 正午

＜第４回開催テーマ＞
【 復旧・ 復興に向けた動きⅠ】
現状報告について
　・ り災証明の申請、発行
　・ 避難所の状況
　・ 住宅再建支援項目の状況
　・ 生活再建支援項目の状況
組織展開について
　・ 震災復興本部の設置
　・ 復興部（ 復興総務課、生活再建支援課、住宅再建支援課）
　・ 資源循環部震災廃棄物対策課
地域防災計画について
国への要望活動
　・ 災害救助法の適用及び国の既存制度の枠組みでは対応できない課題について
震災復興基本方針について
　・ 基本的な考え方、施策の方針
　・ 復興座談会開催概要報告
　・ 震災復興有識者会議

第５回
８/１２（ 金）
午前１０時

８/５（ 金） ８/８（ 月） 正午

＜第５回開催テーマ＞
【 復旧・ 復興に向けた動きⅡ】
現状報告について
　・ り災証明の申請、発行
　・ 避難所の状況
　・ 住宅再建支援項目の状況
　・ 生活再建支援項目の状況
震災復興計画の概要について
　・ 震災復興ビジョン（ 案）

第６回

＜第６回開催テーマ＞
【 震災復興計画の策定に向けてⅠ】
現状報告について
　・ り災証明の申請、発行
　・ 避難所の状況
　・ 住宅再建支援項目の状況
　・ 生活再建支援項目の状況
震災復興計画の素案について

第７回

＜第７回開催テーマ＞
【 震災復興計画の策定に向けてⅡ】
震災復興計画（ 案） について
パブリックコメントの開催について

第三回定例会以降に開催

第三回定例会以降に開催

熊本地震からの復旧・ 復興に関する調査特別委員会

～開催日程及び質疑に関するテーマの設定について（ 案） ～

平成２８年度中の復興計画策定を目処に、月１回程度は開催することとする。
　　案： ６月１７日（ 金） 、６月３０日（ 木） 。７月以降は、毎月第２木曜日　など
　　　 ただし、突発的な事情により日程変更等が必要な場合は、委員長に一任する。
開催テーマに沿って、その都度報告並びに質疑を実施する。

＜開催日程及び開催テーマ＞

＜基本事項＞
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